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議事日程 

      第１ 諸般の報告 

      第２ 会議録署名議員の指名 

      第３ 会期の決定 

      第４ 議第９５号から議第１１３号まで一括上程 

         （平成２５年度野洲市一般会計補正予算（第５号） 他１８件） 

          提案理由説明 

      第５ 議第１１３号 

         （和解のあっせんの申立てについて） 

          質疑、討論、採決 

      第６ 都市基盤整備特別委員会の設置及び委員の選任 

      第７ 都市基盤整備特別委員会の正副委員長の互選結果の報告 

市長提出議案 

     議第 ９５号 平成２５年度野洲市一般会計補正予算（第５号） 

     議第 ９６号 平成２５年度野洲市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号） 

     議第 ９７号 平成２５年度野洲市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

     議第 ９８号 平成２５年度野洲市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

     議第 ９９号 平成２５年度野洲市下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

     議第１００号 平成２５年度野洲市墓地公園事業特別会計補正予算（第２号） 

     議第１０１号 平成２５年度野洲市工業団地等整備事業特別会計補正予算（第

１号） 

     議第１０２号 平成２５年度野洲市水道事業会計補正予算（第１号） 

     議第１０３号 平成２４年度滋賀県自治会館管理組合一般会計歳入歳出決算の

認定を求めることについて 

     議第１０４号 野洲市新型インフルエンザ等対策本部条例 

     議第１０５号 野洲市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例 

     議第１０６号 野洲市税条例の一部を改正する条例 

     議第１０７号 野洲市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

     議第１０８号 野洲市使用料条例の一部を改正する条例 
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     議第１０９号 野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例等の一部を改

正する条例 

     議第１１０号 野洲市営住宅条例の一部を改正する条例 

     議第１１１号 市道路線の認定及び廃止について 

     議第１１２号 滋賀県市町土地開発公社の解散について 

     議第１１３号 和解のあっせんの申立てについて 

 

開議       午前９時００分 

議事の経過 

（開会） 

○議長（立入三千男君） （午前９時００分） 皆さん、おはようございます。 

 秋もだんだんと深まり厳しい寒さに向かう折でございますが、議員各位におかれまして

も、また執行部の皆さん方におかれましても、十分健康にはご留意をいただきましてこの

１１月議会を乗り切っていきたいと思っております。一層の皆さん方のご研さんをお願い

しておきたいと思います。 

 それでは、ただいまの出席議員は２０人であります。定足数に達しておりますので、平

成２５年第５回野洲市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 これより日程に入ります。 

 （日程第１） 

○議長（立入三千男君） 日程第１、諸般の報告を行います。 

 出席議員は２０人全員であります。 

 次に、本日の議事日程は、既に配付いたしました議事日程のとおりであります。 

 次に、本定例会に説明員として出席通知のあった者の職氏名は、お手元の文書のとおり

でありますので、ご了承願います。 

 地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき、専決処分報告書が市長より提出され、お

手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

 （日程第２） 

○議長（立入三千男君） 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、第３番、北村五十鈴議員、第４
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番、栢木進議員を指名いたします。 

 （日程第３） 

○議長（立入三千男君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１９日までの２２日間にいたしたいと思います。こ

れにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（立入三千男君） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日から１２月１９日

までの２２日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、配付済みの会期日程のとおりですので、ご了

承願います。 

 （日程第４） 

○議長（立入三千男君） 日程第４、議第９５号から議第１１３号まで、平成２５年度野

洲市一般会計補正予算（第５号）他１８件を一括議題といたします。 

 事務局長が議件を朗読いたします。 

 事務局長。 

○事務局長（橋 俊明君） 朗読いたします。 

 議第９５号平成２５年度野洲市一般会計補正予算（第５号）他補正予算７件、議第１０

３号平成２４年度滋賀県自治会館管理組合一般会計歳入歳出決算の認定を求めることにつ

いて、議第１０４号野洲市新型インフルエンザ等対策特別本部条例他条例の制定及び改正

６件、議第１１１号市道路線の認定及び廃止について他その他の案件２件。 

 以上です。 

○議長（立入三千男君） 議件の朗読が終わりましたので、市長の提案理由の説明を求め

ます。 

 市長。 

○市長（山仲善彰君） 議員の皆さん、おはようございます。 

 本日ここに平成２５年第５回野洲市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様

には全員ご出席を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 それでは、今議会に提案いたします議案につきましてご説明申し上げます。 

 本定例会におきましては、議案といたしまして、平成２５年度補正予算８件、決算の認
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定１件、条例の制定・改廃７件、その他３件の合計１９件につきましてご審議をお願いす

るものです。慎重にご審議の上お認めいただくよう、よろしくお願い申し上げます。 

 議第９５号から議第１０２号までの平成２５年度一般会計補正予算及び各特別会計補正

予算について、概要をご説明申し上げます。 

 平成２５年度１１月補正案概要をご覧下さい。 

 議第９５号一般会計補正予算（第５号）につきましては、１億４，４３４万１，０００

円を増額するものです。 

 主な内容といたしまして、歳出では総務費の基金積立費で財政調整基金に１億１，９０

０万円、公共施設整備基金に１億円を積み立てる他、庁舎等改修事業費で旧東消防署分署

の除却に係る解体設計委託料５８６万５，０００円を新たに計上するものです。 

 民生費では、障がい者への自立支援医療給付費及び移動支援事業費について本年度の執

行見込額が予算を上回る見込みからそれぞれ追加し、過年度分の精算による国庫支出金の

返還金を追加するものです。 

 また、児童福祉費においては、さくらばさまこども園整備事業に関しまして、当初予定

しておりました関連道路整備について、社会資本整備総合交付金の活用が認められたこと

から当該事業費を土木費に振り替えるものです。 

 衛生費では、クリーンセンターの焼却施設の整備配管等に不具合箇所があることから新

クリーンセンター整備までの間安定した稼働を図るための修繕工事５００万円を追加する

ものです。 

 農林水産業費では、環境保全型農業直接支払金で環境保全に取り組みながら環境こだわ

り農産物の生産に対して交付するものですが、交付対象品目等がふえ、取り組み面積の増

によりまして不足見込額７０８万８，０００円を追加するものです。 

 土木費では、長年の懸案となっておりました篠原小学校の通学路にあるＪＲ柿ノ木原踏

切の歩行帯拡幅につきまして、ＪＲ西日本株式会社との協議がおおむね整ったことから、

次年度の着工に向けて踏切拡幅測量設計費用１，０００万円を新たに計上するものです。

その他、社会資本整備総合交付金の決定や事業間での調整を行いまして、対象事業費等の

減額補正を行うものです。 

 消防費では、湖南広域行政組合（消防事業）の負担金において、公務員給与費の減額支

給措置や旧東消防署除却費用の増加等を差し引き、１，３１１万３，０００円を減額する

ものです。 
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 教育費では、野洲小学校において、児童の増加により来年度１年生の普通教室が１教室

ふえることから、教室への改修費用や教育備品の購入に要する費用を新たに計上するもの

の他、学校施設やその他施設におきまして台風１８号の影響による施設修繕費を追加計上

するものです。その他、国の要請による職員給与費の減額支給措置や人事異動等に伴う人

件費の所要の補正を計上いたしております。 

 一方、歳入につきましては、法人市民税において、これまでの実績を踏まえた決算見込

みにより、１億２，５３６万３，０００円の増額、国庫支出金及び県支出金の交付決定等

に伴う調整の他、不動産売払収入の増額や財政調整基金繰入金の減額などを計上しており

ます。 

 また、地方債の補正につきましては、各事業費の補正や事業間の振り替えに伴う地方債

の調整の他、合併特例債のうち防災行政無線整備事業については、緊急防災・減災事業債

への振り替えを行っております。 

 次に、議第９６号平成２５年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につきま

しては、７９４万６，０００円を減額するものです。主な内容といたしましては、保険給

付費の見込みから所定の組み替えを行い、保健事業費では特定健康診査等事業の糖尿病重

症化予防指導等事業において年度内の事業進捗を勘案し一定の事業費精査を行い、その他

人件費など、所要の補正を計上しております。 

 次に、議第９７号平成２５年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、９８万７，０００円を増額するものです。今回の補正は職員給与費の調整のみです。 

 次に、議第９８号平成２５年度介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につきまして

は、１，２２６万６，０００円を減額するものです。主な内容といたしましては、地域支

援事業等の組み替えと職員給与費の補正を計上しております。 

 次に、議第９９号平成２５年度下水道事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、

３７７万８，０００円を増額するものです。主な内容といたしましては、下水道事業の地

方公営企業法適用化への移行に向け、その準備のための基本計画を策定すべく委託料を新

たに計上すると共にその他職員給与費等の所要の補正を計上しております。 

 次に、議第１００号平成２５年度墓地公園事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

ては、１０万９，０００円を減額するものです。主な内容としましては、台風１８号によ

る施設修繕費用を新たに計上し、職員給与費の精査に伴い人件費相当分として一般会計へ

の繰出金の調整を行うものです。 
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 次に、議第１０１号平成２５年度工業団地等整備事業特別会計補正予算（第１号）につ

きましては、２８０万円を減額するものです。今回の補正は、当初予定しておりました地

域開発事業借換債の借り入れ利息が確定したことを受けまして、償還利子を減額するもの

です。また、その他財源とします地域開発事業債借換債を減額するものです。 

 次に、議第１０２号平成２５年度水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、人

事異動等に伴い収益的支出及び資本的支出で職員給与費関係の補正を行うものです。 

 次に、議第１０３号平成２４年度滋賀県自治会館管理組合一般会計歳入歳出決算の認定

について、ご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、本年３月３１日をもって解散した滋賀県自治会館管理組合の決

算処理で、地方自治法第２３３条第２項及び同法施行令第５条第３項の規定に基づき、旧

組合の管理者であった野洲市長が決算を行い、監査委員の審査を経て、議会の認定を求め

るものです。 

 決算の概要につきましては、別冊の歳入歳出決算書７ページの実質収支に関する調書を

ご覧下さい。歳入総額３億１，０５４万３，２５９円に対し、歳出総額３億９３０万９，

２５６円で、歳入歳出差引額は１２３万４，００３円となりました。なお、実質収支額１

２３万４，００３円につきましては、組合設立当初の負担金割合に応じて組合構成団体に

返還を行います。 

 議第１０４号野洲市新型インフルエンザ等対策特別本部条例について、ご説明申し上げ

ます。 

 本議案につきましては、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定に基づき野洲市新

型インフルエンザ等対策本部について法律に定めるものの他、組織、会議等に関し必要な

事項を定めるため、条例を制定するものです。 

 なお、本条例は公布の日から施行するものです。 

 議第１０５号野洲市特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について、ご説明申

し上げます。 

 本議案につきましては、地方自治法にて設置が定められております行政委員会の委員報

酬の額について、野洲市特別職報酬等審議会における所掌事項として位置付けるため、所

要の改正を行うものです。 

 なお、本条例は公布の日から施行するものです。 

 議第１０６号野洲市税条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 
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 本議案につきましては、平成２５年度税制改正による地方税法の一部を改正する法律の

公布及び政省令の改正に伴い、野洲市税条例の一部を改正するものです。内容としまして

は、納税義務者が転出した場合も特別徴収を継続することとするものなど、年金特別徴収

制度の見直しに係るものや、公社債・株式に係る所得課税の見直しなど、所要の改正を行

うものです。 

 なお、本条例は、年金特別徴収の見直しについては平成２８年１０月１日から、公社債・

株式に係る所得課税の見直しなどその他の改正については平成２９年１月１日から施行す

るものです。 

 議第１０７号野洲市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上

げます。 

 本議案につきましては、地方税法の一部を改正するよう法律の公布及び政省令の改正に

より、公社債・株式に係る所得課税の見直しなど、所要の改正を行うものです。 

 なお、本条例は平成２９年１月１日から施行するものです。 

 議第１０８号野洲市使用料条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、平成１７年の一部改正時に野洲文化ホールの楽屋のうち「主催

者控室」の料金に錯誤が生じており、「日曜日及び祝日」の料金が「平日及び土曜日」と同

額となっていたものを旧に復すこと、またさざなみホールの料金区分を野洲文化ホールと

同様に改めようとするものなど、所要の改正を行うものです。 

 なお、本条例は平成２６年１月１日から施行するものです。 

 議第１０９号野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例等の一部を改正する条例

について、ご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、地方税法の一部改正を受け市税条例が改正され、市税に係る延

滞金の軽減措置が講じられたことに伴い、他の保険料、使用料等に係る延滞金についても

同様の措置を講じるため、関係する野洲市督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例、野

洲市後期高齢者医療に関する条例、野洲市介護保険条例及び野洲市公共下水道事業受益者

負担に関する条例について、必要な改正を行うものです。 

 なお、本条例は平成２６年１月１日から施行するものです。 

 議第１１０号野洲市営住宅条例の一部を改正する条例について、ご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部

を改正する法律の成立に伴い、所要の改正を行うものです。 
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 なお、本条例は、法律の施行日である平成２６年１月３日から施行するものです。 

 議第１１１号市道路線の認定及び廃止について、ご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、開発行為に伴い寄附を受けた公衆用道路２路線を認定するもの

です。ただし、１路線については終点が変わることから、既設市道を一旦廃止し新たに認

定するものです。 

 これらについて、道路法第８条第２項及び第１０条第３項の規定に基づき、議決を求め

るものです。 

 議第１１２号滋賀県市町土地開発公社の解散について、ご説明申し上げます。 

 本議案につきましては、当公社が所期の目的を達成し、本年度をもって全ての事業が完

了することから平成２６年３月３１日をもって解散するため、公有地の拡大の推進に関す

る法律第２２条第１項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 議第１１３号和解のあっせんの申し立てについて、ご説明申し上げます。 

 篠原小学校管理棟改築（建築主体）工事の工事期間中において、基礎杭芯ずれが発生し

たことから行った建築基準法に基づく基礎構造耐力の検討報告について、滋賀県の審査手

続が異例の長期間となったことにより、当工事の完成が約２カ月遅延しました。このこと

により発生した仮設校舎の増加費用５２万５，０００円の負担について、滋賀県及び工事

請負業者、工事監理業務受託業者との調整を図りましたが、滋賀県との間においては解決

が見込めないことから、当損害額の一部に対する滋賀県の負担を確定することについて、

京都弁護士会紛争解決センターに和解のあっせん申し立てを行うため、地方自治法第９６

条第１項第１２号の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。 

 なお、先ほど提案説明で申し上げました補正予算の議第９５号の補正予算の小学校の校

舎増築のところの説明で、「来年度１年生」と申し上げましたが「２年生」の誤りであった

ようでありますので、「１年生」を「２年生」と訂正いただくよう、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

 （日程第５） 

○議長（立入三千男君） 日程第５、議第１１３号和解のあっせんの申立てについてを議

題といたします。 

 これより、ただいま議題となっております議第１１３号について、質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 
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            （「なし」の声あり） 

○議長（立入三千男君） ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議第１１３号については、会議規則第３９条第３項の規

定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（立入三千男君） ご異議なしと認めます。よって、議第１１３号については委員

会付託を省略することに決定いたしました。 

 次に、議第１１３号について討論を行います。 

 討論はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（立入三千男君） ないようですので、これをもって討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 まず、議第１１３号和解のあっせんの申し立てについては、原案のとおり決することに

賛成の方のご起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（立入三千男君） ご着席願います。 

 起立全員であります。よって、議第１１３号は原案のとおり可決されました。 

 （日程第６） 

○議長（立入三千男君） 日程第６、都市基盤整備特別委員会の設置及び委員の選任を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 野洲市の都市基盤整備についての調査研究等を行うため、委員会条例第６条の規定によ

り、都市基盤整備特別委員会を設置し、付議事件が終了するまで閉会中も継続して審査等

を行なうものといたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（立入三千男君） ご異議なしと認めます。よって、野洲市の都市基盤整備につい

ての調査研究等を行なうため、都市基盤整備特別委員会を設置することに決しました。 



 －11－ 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました都市基盤整備特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第８条第１項の規定により、本職を除く１９人の議員を指名いたしたいと思いますが、こ

れにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（立入三千男君） ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました本

職を除く１９人の議員を都市基盤整備特別委員会の委員に選任することに決しました。 

 暫時休憩いたします。 

            （午前９時２２分 休憩） 

            （午前９時４０分 再開） 

○議長（立入三千男君） それでは、休憩前に引き続きまして会議を開きます。 

 （日程第７） 

○議長（立入三千男君） 日程第７、都市基盤整備特別委員会の正副委員長の互選結果に

ついて報告がありましたので、本職より報告をいたします。 

 都市基盤整備特別委員会委員長に第１６番、矢野隆行議員、副委員長に第８番、太田健

一議員。 

 以上のとおり互選されましたので、ご報告いたします。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 明１１月２９日から１２月４日までの６日間は議案調査のため休会といたしたいと思い

ます。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（立入三千男君） ご異議なしと認めます。よって、明１１月２９日から１２月４

日までの６日間は休会することに決定いたしました。 

 なお、念のため申し上げます。来る１２月５日は午前９時から本会議を再開し、議案質

疑及び一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会いたします。ご苦労さんでした。（午前９時４１分 散会） 
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